
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



さらに近年では、ＬＧＢＴなど「多様性と調和」の実現を目指す取組が進められ、

差別の解消、共生社会の実現に向けた社会の機運の高まりを感じているところです。

その一方で、国際化、情報化の進展に伴い、インターネット上での人権侵害や特

定の民族等に対して差別的な言動を行うヘイトスピーチの問題、性的マイノリティ

の問題など新たな人権問題が顕在化し、複雑多様化して

このことを踏まえ、本市がこれまで取り組んできた施策の評価と検証を行うとと

もに、

権に関する課題や新たな人権問題に対応し、実情に沿った、より効果的な人権教育・

啓発を行うため、「第３次綾部市人権教育・啓発推進計画」を策定いたしました。

また、本市においては、

る「第６次綾部市総合計画」の策定にかかる大切な年でもあります。この「第３次

綾部市人権教育・啓発推進計画」に基づく人権の観

合計画」の策定に努めてまいります。

引き続き、市民の人権意識の高揚を図り、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、

誰もが安心して心豊かに暮らしていけるまちづくりを推進するため、市民の皆様、

各種団体、事業所や行政が連携して、人権施策の取組を積極的に進めてまいります。

本計画の策定に当たり、貴重なご意見をいただきました「綾部市人権教育・啓発

推進計画策定検討委員会」の委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました皆様に、

心から感謝を申し上げますとともに、今後とも本計画の推進に対しまして、ご理解

とご支援をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
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